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日
本
工
業
大
学
に
ご
子
息
・
ご
息
女

が
入
学
さ
れ
ま
し
た
こ
と
、
後
援
会
を

代
表
し
て
心
よ
り
御
祝
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
令
和
5
年
４
月

か
ら
保
護
者
の
皆
様
方
は
、
日
本
工
業

大
学
後
援
会
の
新
会
員
と
し
て
入
会
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

後
援
会
組
織
は
、
大
学
が
設
立
さ
れ

た
昭
和
42
年
と
同
年
の
12
月
に
「
大
学

の
教
育
方
針
に
則
り
、
大
学
と
家
庭
と

の
連
絡
を
緊
密
に
し
て
、
大
学
の
興
隆

発
展
に
寄
与
し
併
せ
て
会
員
相
互
の
親

睦
を
図
る
」こ
と
を
目
的
に
、保
護
者
自

ら
の
発
意
に
よ
り
、
全
在
学
生
の
保
護

者
を
会
員
と
し
て
発
足
致
し
ま
し
た
。

　

後
援
会
は
、
発
足
以
来
こ
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
、
皆
様
か
ら
の
入
会
金

と
年
会
費
を
も
と
に
、
種
々
の
事
業
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
具
体
的
な
事
業
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
他
の
紙
面
を
お
読

み
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
、
会
則
に
あ

る
よ
う
に
①
大
学
の
施
設
及
び
教
育
環

境
の
整
備
改
善
に
関
す
る
協
力
②
教
職

員
及
び
学
生
の
研
究
、
福
利
厚
生
に
関

す
る
協
力
③
学
生
の
学
業
徳
操
及
び
保

健
体
育
に
関
す
る
事
項
④
会
員
の
親
睦

及
び
教
養
の
向
上
に
関
す
る
事
項
⑤
そ

の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項
、

等
に
つ
い
て
、
歴
代
の
会
長
の
も
と
、
大

学
と
相
談
し
な
が
ら
継
続
し
て
後
援
し
、

そ
の
成
果
を
あ
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

日
本
工
業
大
学
は
今
年
、
学
園
創
立

115
周
年
を
迎
え
ま
す
。
大
学
と
し
て
は

55
周
年
で
す
が
、
学
園
は
明
治
40
年
か

ら
始
ま
り
、
そ
の
間
一
貫
し
て
理
想
の

工
業
教
育
を
目
指
し
、
追
求
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
大

学
に
対
し
、
一
層
の
発
展
と
充
実
を
願

い
、
そ
し
て
、
我
々
の
子
供
た
ち
の
た

め
に
、
後
援
会
も
微
力
な
が
ら
今
後
も

お
手
伝
い
を
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

会
員
お
一
人
お
一
人
の
絶
大
な
ご
理
解

と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
、
本
会
に
は
全
国
各
地
に
支
部

が
あ
り
、
積
極
的
に
活
動
し
て
い
ま

す
。
特
に
秋
に
開
催
さ
れ
ま
す
「
地
域

別
教
育
懇
談
会
」
は
、
後
援
会
の
最
大

の
事
業
と
な
り
ま
す
の
で
、
是
非
と
も

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

何
卒
、
後
援
会
活
動
に
対
す
る
ご
理

解
と
ご
協
力
を
重
ね
て
お
願
い
申
し
上

げ
る
次
第
で
す
。

発
行
／
日
本
工
業
大
学
後
援
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ご
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
の
お
喜
び
、
い
か
ば
か
り
か
と
拝

察
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
す
で
に
ご
承
知
の
こ
と
と
存

じ
ま
す
が
、
日
本
工
業
大
学
に
は
「
後

援
会
」
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
。
保

護
者
が
主
体
的
に
参
加
し
後
援
す
る
こ

と
に
よ
り
、
日
本
工
業
大
学
を
よ
り
良

い
大
学
に
し
、
大
学
と
一
体
と
な
っ
て

学
生
諸
君
の
成
長
に
寄
与
す
る
た
め
に

開
学
と
同
年
に
組
織
さ
れ
ま
し
た
。

　

子
の
成
長
は
全
て
の
親
の
願
い
で
す

が
、
そ
の
た
め
に
は
大
学
の
レ
ベ
ル
ア

ッ
プ
は
必
要
条
件
で
す
。
本
会
は
「
日

本
工
業
大
学
の
教
育
方
針
に
則
り
、大

学
と
家
庭
と
の
連
絡
を
緊
密
に
し
て
大

学
を
後
援
し
、そ
の
興
隆
発
展
に
寄
与

す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
会
員
相
互
の

親
睦
を
図
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
発

足
い
た
し
ま
し
た
。
大
学
の
教
育
研
究

環
境
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
学

生
の
一
層
の
向
上
を
願
い
、
側
面
か
ら

で
す
が
、
大
学
と
保
護
者
が
一
致
協
力

し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
本
会
の
趣
旨

で
す
。

　

本
会
員
は
日
本
工
業
大
学
の
全
在
学

生
の
保
護
者
（
保
証
人
）
で
構
成
さ
れ

て
お
り
、
ご
子
息
・
ご
息
女
が
入
学
す

る
と
同
時
に
会
員
に
な
ら
れ
ま
す
。

　

運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
会
の
も

と
に
理
事
会
が
組
織
さ
れ
、
事
業
に
つ

い
て
は
専
門
委
員
会
を
設
置
、
そ
の
実

施
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　

後
援
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
事

業
を
継
続
的
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。

①
学
生
自
治
会
へ
の
援
助　

②
学
生
の
課
外
活
動
を
指
導
す
る
教
職

員
へ
の
援
助　

③
新
入
生
・
卒
業
生
へ
の
記
念
品
贈
呈

④
大
学
行
事
に
対
す
る
協
力
・
援
助

⑤
学
生
の
健
康
診
断
料
の
負
担　

⑥
地
域
別
教
育
懇
談
会
の
開
催　

⑦
後
援
会
支
部
活
動
へ
の
協
力　

⑧
図
書
の
購
入
・
寄
贈　

⑨
学
内
環
境
整
備
活
動
へ
の
援
助　

⑩
㈱
N
I
T
ク
リ
エ
イ
ト
経
営
へ
の
参

画
⑪
就
職
活
動
へ
の
助
成　

⑫
新
入
会
員
説
明
懇
談
会
の
開
催

　

以
上
が
主
な
事
業
内
容
で
す
が
、
そ

の
他
周
年
協
賛
事
業
や
特
別
事
業
と
し

て
、
次
項
に
紹
介
す
る
事
業
を
実
施
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
前
述
の

目
的
達
成
の
た
め
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
後
援
会
で
は
大
学
と
家
庭
と

の
連
絡
を
緊
密
に
す
る
た
め
、
毎
年
５

月
に
開
催
さ
れ
る
総
会
の
資
料
や
手
引

き
と
し
て
お
使
い
い
た
だ
け
る
「
後
援

会
の
し
お
り
」
、
就
職
状
況
に
関
す
る

資
料
等
を
全
会
員
に
送
付
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
年
に
３
回
会
報
を
発
行

し
、
後
援
会
の
活
動
や
学
生
生
活
の
一

端
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
の
会
報
は
、
ご
子
息
・
ご
息

女
の
合
格
を
祝
し
、
皆
様
に
後
援
会
を

ご
理
解
賜
り
ま
す
も
の
と
し
て
発
行
い
た

し
ま
し
た
。
何
卒
、
そ
の
趣
旨
を
ご
理
解

い
た
だ
き
、
今
後
の
後
援
会
活
動
に
対

し
ま
し
て
、
絶
大
な
る
ご
支
援
と
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

日
本
工
業
大
学
後
援
会
の
目
的

大
学
の
興
隆
発
展
に
寄
与
す
る

会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る

　（名称）
第１条　本会は日本工業大学後援会と称する。
（本部及び支部）
第２条　本会の本部を日本工業大学内に置き支部を適当な地に置くことができ
る。
　（目的）
第３条　本会は日本工業大学の教育方針に則り、大学と学生家庭との連絡を緊
密にして大学を後援し、その興隆発展に寄与するとともに併せて会員相互の
親睦及び教養の向上を図ることを目的とする。

　（事業）
第４条　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　⑴　大学の施設及び教育環境の整備改善に関する協力
　⑵　教職員及び学生の研究、福利厚生に関する協力
　⑶　学生の学業徳操及び保健体育に関する協力
　⑷　会員の親睦及び教養の向上に関する事項
　⑸　その他本会の目的達成に必要な事項
　（会員）
第５条　本会の会員は次の通りとする。
　⑴　正 会 員　日本工業大学在学生の父母又は保証人
　⑵　賛助会員　日本工業大学卒業生の父母で本会の趣旨に賛同し、入会を希

望するもの。
　（役員並びに理事）
第６条　本会は次の役員並びに理事を置く。
　役　員　　会　　　長　　　　　　１名
　　　　　　副　会　長　　　　　　３名
　　　　　　総　　　務　　　　　　２名
　　　　　　財　　　務　　　　　　２名
　　　　　　専門委員長　　　　　若干名
　　　　　　監　　　事　　　　　　２名
　　　　　　理　　　事　　　　　若干名
　（役員並びに理事の任務及び任期）
第７条　役員並びに理事の任務は次の通りとする。
　⑴　会長は本会を代表し、会務を統轄する。
　⑵　副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する
　⑶　総務、財務及び専門委員長は会長の指示をうけ会務を遂行する
　⑷　総務は広報・学生生活・教務に関する企画調整事務を処理する。
　⑸　財務は財政に関する事務を処理する。
　⑹　専門委員長は各専門委員会を主宰する。
　⑺　監事は本会の業務及び会計の監査を行う。
　⑻　理事は本会の会務を審議する。
２　役員並びに理事の任期は１か年とする。ただし重任を妨げない。
３　役員に欠員が生じた場合、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
　（銓衡）
第８条　理事及び監事は銓衡委員の銓衡に基づき本会正会員から、別に定める
定数基準により総会において選任する。ただし、相互にこれを兼任すること
はできない。

２　会長、副会長は理事の互選により候補を選出し総会の議決による。
３　総務、財務は理事の互選により総会に報告する。
４　専門委員長は会長の指名による。
５　銓衡委員は７名とし、その人選は理事会において協議し決定する。
　（相談役、顧問及び参与）
第９条　本会に相談役、顧問及び参与を置くことができる。
２　相談役、顧問は本会と連繋ある学識経験者及び本会に特に功労のあった者
を理事会が推挙し、会長が推戴するものとする。

３　相談役、顧問は会長の諮問に応じ理事会及び総会において意見を述べるこ
とができる。

４　 参与は本会の専門分野において特に功労のあった者を役員会が推挙し、
会長が委嘱する。

５　参与は委嘱された担当業務を通じて運営に参画し、理事会において意見を
述べることができる。

　（大学教職員への委嘱）
第 10条　会長は大学教職員から総務、財務各１名を委嘱するとともに、会務
を担当する専任の事務職員１～２名を置き、事務局を構成する。

　（会種）
第 11条　本会は次の会種をもつ。
　⑴　総会　　⑵　理事会　　⑶　役員会　　⑷　専門委員会

　（総会）
第12条　総会は、全正会員の５分の１以上の出席をもって成立する。ただし、
委任状による定足数を認める。

２　総会は年１回５月に会長が招集し、次の事項を審議する。
　⑴　事業、決算報告
　⑵　事業計画、予算
　⑶　理事選任
　⑷　会長、副会長の選任
　⑸　会則の改廃
　⑹　その他の重要事項
３　議長は、正会員の中より選出し、議事の決定はすべて出席会員の過半数の
同意による。

４　会長は次の場合、臨時総会を招集することができる。
　⑴　会長が必要と認める場合
　⑵　正会員の総数の５分の１以上の要求があった場合。ただし、この場合に

はこれを１か月以内に開催するものとする。
　（理事会）
第 13条　理事会は、役員及び理事をもって組織し、会長が必要に応じ招集、
次の事項を審議する。

　⑴  事業計画
　⑵　予算の執行
　⑶　総会の議案　
　⑷　総務、財務の選出
　⑸　専門委員会の設置等に関する事項　
　⑹　その他役員会において必要と認めた事項
２　会長は理事会において議長となる。
３　理事会における議決は出席者の過半数の同意による。
　（役員会）
第 14条　役員会は、役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集、会務運
営の基本に関する事項の立案、執行その他会長が必要と認める重要事項を取
扱う。

２　会長は役員会の議長となる。
　（専門委員会）
第 15条　専門委員会は、理事の中より会長の指名する委員により構成し、当
該委員長が必要に応じ招集、専門分野における次の業務を行う。

　⑴　担当事業の計画、立案　
　⑵　予算作成
　⑶　承認された事業の実施及び報告
２　会長は正会員の中から必要に応じ委員を指名することができる。
３　専門委員長は専門委員会の議長となる。
　（会計）
第 16条　本会の経理は、入会金、会費及び寄付金その他の収入をもって支弁
する。入会金は 1,000 円とし、入会時に納入、会費は年額 20,000 円として
毎年２回に分納することができる。

２　賛助会員の会費は、終身会費 20,000 円とし入会時に納入するものとする。
　（会計年度）
第 17条　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。
　（支部の結成）
第 18条　会員は地方支部を結成することができる。この場合、当該地方の発
起人は支部規約案を作成し、本部理事会の承認をうけるものとする。

２　設立された支部は、支部役員を定め、支部規約、会員名簿を添えて、すみ
やかに本部に報告するものとする。

　（懲戒）
第 19条　会員で本会及び大学の名誉を毀損する行為があった場合は、理事会
の審議により除名等の処分をすることができる。

　この場合、監事は事実を調査し、役員会・理事会に報告するものとする。
　（委任）
第 20条　本会則に定めなき事項については、理事会の審議により決定する。
　（会則の改廃）
第 21条　本会則は総会の決議を経なければ改廃することができない。

　　　付　則
１　内規は別に定める。
２　昭和 42 年 12 月 10 日より実施する。昭和 44 年・昭和 45 年・昭和 49 年・
昭和 50 年・昭和 51 年・昭和 55 年・昭和 57 年・平成 2 年・平成 3 年一部改定。

日本工業大学後援会会則  
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後援会特別事業  

【日本工業大学後援会 主な事業と活動】 

地域別教育懇談会  

学園創立記念周年協賛事業
①学生自治会・学生指導への援助
②新入生・卒業生への記念品の贈呈
③大学行事への援助
④健康診断料の負担
⑤会報・後援会のしおり等の発行

後援会会員（保護者）と教職員及び会員同士の交流と親睦を図る場として毎年実施されている後援会の大きな事業の一つです。
9月～10月にかけて大学会場もしくは支部会場にて開催されます。
「参加して良かった」、「大変有意義な会である」という感想が多数届いています。是非とも積極的にご参加ください。

造成した池には、水質を管理するための循環装置が設けられており、災害時の
マンホールトイレや緑地散水にも利用可能となっています。

⑥就職活動への助成
⑦特別事業
⑧図書の購入・寄贈
⑨地域別教育懇談会の開催
⑩新入会員説明懇談会の開催

平成27・28年度の特別事業では本館中庭に憩いの空間をつくりました。

本館東側中庭池造成・整備 【H27年度 後援会特別事業】

大学設立10周年（学園創立70周年）記念事業 大学設立20周年（学園創立80周年）記念事業

大学設立30周年（学園創立90周年）記念事業 大学設立40周年（学園創立100周年）記念事業

（昭和５２年）正面玄関前の整備 （昭和６２年）学友会館の建設

（平成9年）スチューデントセンターの建設

大学設立50周年（学園創立110周年）記念事業
◎第一期工事 食堂棟（ダイニングホール）・学生クラブ棟（平成29年4月 完成）

◎第二期工事 多目的講義棟（平成30年12月 完成）

（平成19年）百年記念館の建設

既存の池の護岸工事を行い、東側と一体化した憩いの空間となりました。本館西側中庭池整備 【H28年度 後援会特別事業】

成績表をもとに先生と面談。いろいろ
相談してください。

個別面談
「履修と成績」、「学生生活」、「就職」等について
詳しく説明をします。

全体会


